
  

 

 

昨
年
の
緊
急
事
態
宣
言

の
際
に
は
、
Ｎ9

5
マ
ス
ク

や
感
染
防
止
用
の
フ
ェ
イ

ス
シ
ー
ル
ド
の
不
足
が
顕

著
で
あ
り
、
感
染
爆
発
が

予
想
さ
れ
る
中
、
医
療
機

関
の
状
況
は
厳
し
さ
を
増

し
て
い
た
。
こ
う
し
た

中
、
府
医
で
は
、
加
藤
勝

信
・
厚
生
労
働
大
臣
（
当

時
）
に
、
防
護
服
・
フ
ェ

イ
ス
シ
ー
ル
ド
を
各6
0

万

枚
、
Ｎ9

5

マ
ス
ク
１
０
０

万
枚
の
提
供
を
要
望
。
更

に
、
５
月
に
は
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
で
規
定
す
る
「
損
害
・

損
失
補
償
」
の
厚
労
省
見

解
を
巡
り
、
吉
村
洋
文
・

大
阪
府
知
事
と
茂
松
・
府

医
会
長
が
連
名
で
、
加

藤
・
厚
労
大
臣
に
同
法6
2

条
第
２
項
お
よ
び6
3

条
と

同
等
の
補
償
を
行
う
よ
う

求
め
た
（
別
掲
）
。 

 

府
医
政
連
の
役
割
は
、

府
医
の
方
針
が
確
実
な
支

援
に
結
び
付
く
よ
う
政
治

家
に
働
き
か
け
る
こ
と
で

あ
り
、
水
面
下
で
折
衝
を

続
け
た
。 

 

感
染
者
数
が
微
増
の
兆

し
を
見
せ
た
７
月
に
は
、

自
由
民
主
党
大
阪
府
支
部

連
合
会
と
意
見
を
交
換
。

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
す
る
支
援
策

▽
国
の
第
２
次
補
正
に
対

す
る
政
策
要
望
▽
ポ
ス
ト

コ
ロ
ナ
の
経
済
社
会
に
向

け
た
成
長
戦
略
―
―
な
ど

に
つ
い
て
議
論
し
た
。 

医
療
の
危
機
的
状
況 

政
府
へ
請
願 

 
 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
新
規
感
染
者
数
は1

0

月

以
降
、
大
都
市
圏
を
中
心

に
急
速
に
拡
大
し
た
。
大

阪
府
で
は
、
確
保
し
て
い

る
重
症
者
病
床
が
逼
迫
。

医
療
崩
壊
が
懸
念
さ
れ
る

状
況
と
な
っ
た
。
ま
た
、

医
療
機
関
に
お
い
て
は
新

型
コ
ロ
ナ
対
応
へ
の
疲
弊

に
加
え
、
受
診
抑
制
な
ど

の
影
響
も
あ
り
、
大
き
な

危
機
を
迎
え
て
い
た
。 

 

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
府
医
で
は
地
域
医
療

体
制
の
整
備
、
経
営
支
援

が
緊
急
で
必
要
と
判
断
。

府
医
政
連
を
通
じ
て
、
加

藤
・
内
閣
官
房
長
官
、
田

村
憲
久
・
厚
生
労
働
大

臣
、
西
村
康
稔
・
経
済
再

生
担
当
大
臣
、
二
階
俊

博
・
自
由
民
主
党
幹
事

長
、
下
村
博
文
・
同
党
政

務
会
長
に
請
願
（
陳
情
）

を
行
っ
た
。 

 

「
地
域
医
療
確
保
・
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
専
門
家
会
議
」
開
催 

  

府
医
は
有
識
者
お
よ
び

在
阪
５
大
学
附
属
病
院
・

公
立
病
院
・
病
院
団
体
に

呼
び
か
け
、
２
年1

2

月1
3

日
、
「
地
域
医
療
確
保
・

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
専
門
家
会
議
」

を
緊
急
開
催
。
議
論
は
４

時
間
近
く
に
及
ん
だ
。 

 

茂
松
・
府
医
会
長
は
、

会
議
の
趣
旨
説
明
の
中

で
、
「
人
の
動
き
を
一
旦

止
め
な
け
れ
ば
、
市
中
や

院
内
感
染
、
施
設
ク
ラ
ス

タ
ー
は
増
え
続
け
、
医
療

崩
壊
に
至
る
」
と
指
摘
。

大
阪
の
医
療
界
が
総
力
を

挙
げ
難
局
を
乗
り
越
え
た

い
と
の
意
向
を
示
し
た
。 

 

ま
た
、
▽
医
療
の
危
機

的
状
況
の
発
信
▽
効
率
的

な
病
床
調
整
シ
ス
テ
ム
構

築
▽
医
療
機
関
へ
の
経
済

的
支
援
策
の
実
施
▽
大
阪

コ
ロ
ナ
重
症
セ
ン
タ
ー
の

運
用
規
定
の
周
知
徹
底
▽

院
内
感
染
対
策
の
た
め
の

研
修
や
院
内
清
掃
等
の
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
関
す

る
環
境
整
備
▽
適
切
な
地

域
医
療
構
想
策
定
―
―
な

ど
、
同
会
議
の
意
見
を
ま

と
め
た
要
望
書
（
別
掲
）

を1
2

月1
4

日
に
大
阪
府
、

1
2

月1
7

日
ま
で
に
国
の
関

係
省
庁
へ
提
出
し
た
。 

新型コロナ支援 政府に要望 

 （１）   令和３年２月20日        大阪府医師政治連盟ニュース       ［部内資料］    （第６８号） 

政
治
と
も
視
点
を
共
有 

府
医
の
施
策
を
側
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト 

令和２年５月21日 

厚生労働大臣 

加藤 勝信  様 

  大阪府知事 吉 村 洋 文 

大阪府医師会長 茂 松 茂 人 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用等に関して（要望） 

 

 日ごろは、大阪府及び大阪府医師会の事業推進につきまして、格別の

ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 大阪府におきましては、大阪府と医師会が一丸となり、病床確保、宿

泊施設療養、ＰＣＲ外来など、新型コロナウイルス感染症に対応する医

療提供体制を整備しています。 

 今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、医療提供体制等の必要

な体制整備として、医療従事者が業務に安心して従事でき、安定的な人

材確保が可能となる取組みが喫緊の課題となっています。 

 現在、有効な治療薬やワクチンがない中で、医療現場においては医療

従事者の献身的な努力により患者の治療を続けているところです。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「法」という。）第62

条第２項及び第63条では、法第31条第１項の規定による要請に応じ、患

者等に対する医療等を行う医療関係者に対する損害補償又は損失補償に

ついて規定されています。貴省へ確認を行ったところ、現行の府による

執務要請では、法第31条の適用は困難であるとの見解が示されており、

こうした損害補償等は、実質、困難な状況にあります。 

 新型コロナウイルスに関して、海外での医療従事者の罹患状況を鑑み

ますと、治療の最前線で勤務する医療従事者が、その業務に安心して従

事できる体制整備が重要であることから、法第31条第1項の適用を限定的

としないよう、あるいは法第24条の知事による要請に基づく医療提供の

場合でも、第62条及び63条と同等の補償が行われるよう、法の運用及び

予算について特段の措置を講じていただきますよう強くお願い申し上げ

ます。           

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
日
本
で
初
め
て
確

認
さ
れ
、
１
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
２
度
の
緊
急

事
態
宣
言
発
令
な
ど
、
社
会
生
活
は
一
変
。
医
療
機
関

も
日
常
診
療
や
経
営
面
で
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
被
っ

た
。
大
阪
府
医
師
会
（
茂
松
茂
人
会
長
／
府
医
）
で

は
、
安
全
な
診
療
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
様
々
な
対
策
を

検
討
。
大
阪
府
医
師
政
治
連
盟
（
委
員
長
＝
茂
松
・
府

医
会
長
／
府
医
政
連
）
は
、
政
治
を
通
し
て
府
医
の
施

策
が
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
、
府
医
の
動
き
と
連
動
し
て

政
治
家
と
課
題
を
共
有
し
た
。 

 

自民党大阪府連との意見交換 

 要望書 

 

 新型コロナウイルス感染症の蔓延状況、重症病床の逼迫度に鑑み、先

般、大阪府「医療非常事態宣言」が発令されたところでありますが、第

３波については、第１波・第２波に比べて、急速・大規模に拡大してい

ます。医療側は社会的使命を果たすため、文字通り、懸命な対処に努め

ていますが、医療従事者と病床には限りがあるため、新型コロナの対応

現場は切迫した状況になっており、一般医療を犠牲にするなど、通常医

療の提供にも支障が及び始めています。医療現場の第一線で従事する

方々からは、事態を改善するため、現場の状況を的確に社会へ示し、新

規感染者数の削減に向けて社会的に取り組んでほしいとの声が多数挙

がっています。 

 このため状況認識、問題意識の共有をはかるため、12月13日に本会主

催にて「地域医療確保・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」を

開催し、府下５大学病院、一部の公立病院、病院団体に出席いただき、

意見交換を図りました。その結果、今後の対策において、下記事項への

取り組み強化をお願いしたいとの認識で意見が一致しましたので、お知

らせいたします。事情をご理解いただき、至急に施策反映賜りますよう

お願い申し上げます。 

記 

１．医療の危機的状況に鑑み、新規感染者の発生防止に向け、社会的に

警告を発し､３密回避･不要不急の外出自粛など､具体的取り組みへの協力

を求めるべき。特に高齢者施設におけるクラスター発生の予防に全力を

尽くすべきである。また､発生防止の必要性を社会的に理解してもらうた

め､医療従事者の懸命な取り組みを､併せて社会へ提示してもらいたい。 

２．入院中感染者の症状緩和時や、陰性確認時などに、効率的な病床活

用のため、病床調整のシステム構築を早急に整備してもらいたい。 

３．医療崩壊を避けるための経済的支援策を講じられたい。 

①新型コロナ感染者受入指定病院及び指定以外病院でも、感染者を受け

入れた場合について更なる診療報酬上の措置を講じてもらいたい。 

②疑似症例の入院対応について更なる診療報酬上の措置を講じてもらい

たい。 

③陽性患者について、特定入院料の算定期間上限を撤廃し、入院期間に

関わらず特定入院料を評価していただきたい。 

４．大阪コロナ重症センターは、緊急対応として既存の重症病床を空け

るための後送病床であり、運用規定の周知徹底をお願いしたい。 

５．院内感染対策のため、医療従事者を対象として、研修を行ってもら

いたい。また、院内清掃等をアウトソーシングできるように、関連業界

を啓発し、環境を整備してもらいたい。 

６．地域医療計画及び地域医療構想は、新興感染症や地震・風水害等の

対策など地域が求める医療への配慮が欠如しているため、その一環とし

て作成された医師確保計画の医師数・専門医数減少政策は廃止すべきで

ある。 

麻生太郎・副総理兼財務大臣（上）、

田村・厚労大臣（下）に陳情 



  

 

 
 

 （第６８号）    ［部内資料］       大阪府医師政治連盟ニュース        令和３年２月20日     （２） 

 

平
素
よ
り
私
の
政
治
活

動
に
際
し
ま
し
て
ご
理
解

と
ご
支
援
を
賜
り
心
よ
り

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
寄
稿
の

機
会
を
い
た
だ
き
関
係
各

位
の
ご
配
慮
に
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

大
阪
府
医
師
政
治
連
盟

の
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い

て
、
感
染
防
止
対
策
を
行

い
な
が
ら
の
診
療
や
医
療

従
事
者
へ
の
心
身
の
サ

ポ
ー
ト
な
ど
、
今
ま
で
に

は
な
い
対
応
に
大
変
な
ご

苦
労
を
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
存
じ
ま
す
。 

 

間
も
な
く
始
ま
る
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
お
い
て
は
、

現
在
行
政
と
の
打
ち
合
わ

せ
の
最
中
か
と
は
存
じ
ま

す
が
、
接
種
を
希
望
す
る

方
へ
ひ
と
り
も
漏
れ
る
こ

と
な
く
ワ
ク
チ
ン
を
接
種

す
る
こ
と
は
、
地
域
医
療

を
支
え
る
医
師
会
が
先
頭

で
な
け
れ
ば
出
来
得
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
阪
府
医
師
会
の 

取
り
組
み
に
敬
意 

 

大
阪
府
医
師
会
は
既
に

｢

軽
症
者
宿
泊
療
養
施
設

へ
の
医
師
派
遣｣

や｢

ド
ラ

イ
ブ
ス
ル
ー
に
よ
る
Ｐ
Ｃ

Ｒ
外
来
へ
の
出
務
協
力｣

な
ど
、
行
政
と
は
緊
密
に

連
携
を
と
ら
れ
て
お
り
、

吉
村
洋
文
知
事
と｢

府
民

を
守
る
！｣

と
言
う
強
い

一
点
で
協
力
し
合
い
、
向

き
合
っ
て
お
ら
れ
る
茂
松

茂
人
・
大
阪
府
医
師
会
長

の
姿
に
心
よ
り
敬
意
を
表

し
ま
す
。 

 

医
療
は
公
益
性
が
高

く
、
府
民
の｢

生
命
と
健

康
を
守
る｣

こ
と
は
私
達

医
師
の
使
命
と
責
任
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
に
お
い
て
、
配
送
・

分
配
・
管
理
な
ど
行
政
が

主
と
な
る
部
分
も
あ
り
ま

す
が
、
メ
ー
カ
ー
ご
と
の

接
種
法
や
管
理
法
、
接
種

後
の
経
過
観
察
な
ど
、
医

師
会
が
中
心
と
な
り
進
め

て
い
く
こ
と
が
成
功
に
つ

な
が
る
と
確
信
し
て
い
ま

す
。 

 

感
染
者
数
・
重
症
者
数

も
大
阪
は
ま
だ
ま
だ
厳
し

い
状
況
で
す
が
、
医
療
者

で
支
え
る
部
分
を
し
っ
か

り
連
携
し
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
を
機
に
封
じ
込
め
に
向

か
う
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。
集
団
接
種
・
個
別

接
種
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て

地
域
の
実
情
を
熟
知
し
た

医
師
会
が
地
域
の
要
と
な

り
ま
す
が
、
今
後
治
療
薬

の
開
発
が
進
め
ば
多
く
の

医
療
機
関
で
感
染
症
対
応

を
す
る
こ
と
も
視
野
に
入

れ
た
協
議
と
検
討
が
必
要

と

な

り

ま

す
。
既

に

ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
と
言
わ

れ
る
生
活
様
式
が
世
の
中

に
浸
透
し
つ
つ
あ
り
ま
す

が
、
医
療
も
ま
た
大
き
な

変
革
期
を
迎
え
て
お
り
、

医
療
現
場
は
そ
の
最
た
る

も
の
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。 

 

力
強
い
茂
松
委
員
長
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、

一
丸
と
な
り
、
皆
で
ス
ク

ラ
ム
を
組
ん
で
こ
の
国
難

を
乗
り
越
え
て
参
り
ま

し
ょ
う
。 

ワ
ク
チ
ン
機
に
新
型
コ
ロ
ナ
収
束
を
期
待 

ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
国
難
を
乗
り
越
え
る 

  
 
 
 
 

参
議
院
議
員 

自
民
党
厚
生
労
働
部
会
長
代
理 

 
羽
生
田 

俊 

 

 

茂
松
茂
人
委
員
長
を
は

じ
め
、
大
阪
府
医
師
政
治

連
盟
の
先
生
方
に
は
、
い

つ
も
温
か
い
ご
理
解
と
ご

支
援
を
賜
り
、
深
く
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
か

ら
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
流
行
は
、

年
明
け
す
ぐ
の
１
月
８
日

に
首
都
圏
で
緊
急
事
態
宣

言
が
発
令
さ
れ
、1

4

日
か

ら
は
大
阪
府
も
含
む1

1

都

府
県
に
拡
大
さ
れ
る
な

ど
、
全
国
的
に
厳
し
い
情

勢
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

医
療
現
場
を
守
る
先
生
方

に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

１
月1

8

日
、
第
２
０
４

回
国
会
が
開
会
し
ま
し

た
。
今
国
会
で
は
、
医
療

機
関
へ
の
財
政
的
な
支
援

を
盛
り
込
ん
だ
令
和
２
年

度
第
３
次
補
正
予
算
な
ら

び
に
令
和
３
年
度
当
初
予

算
を
は
じ
め
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
（
特
措
法
）
や
、

感
染
症
法
、
検
疫
法
な
ど

重
要
な
法
律
の
改
正
が
議

題
と
な
り
ま
す
。
医
療
現

場
の
先
生
方
の
声
を
反
映

し
た
施
策
の
実
現
に
向

け
、
緊
張
感
を
も
っ
て
国

会
審
議
に
臨
み
ま
す
。 

 

法
整
備
と
併
せ
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ

ク
チ
ン
接
種
体
制
の
整
備

も
喫
緊
の
課
題
で
す
。
短

期
間
に
全
国
で
接
種
す
る

こ
と
や
、
超
低
温
で
の
ワ

ク
チ
ン
管
理
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
な
ど
か
ら
複
雑
か

つ
緻
密
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

ワ
ク
チ
ン
の
供
給
状
況
、

接
種
状
況
、
副
反
応
の
発

生
や
健
康
状
態
な
ど
を
把

握
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の

構
築
も
含
め
、
国
民
の
皆

様
が
適
切
に
ワ
ク
チ
ン
接

種
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
平
成3

0

年1
2

月

に
超
党
派
議
員
連
盟
（
会

長
：
河
村
建
夫
衆
議
院
議

員
、
事
務
局
長
：
自
見
は

な
こ
）
で
議
員
立
法
を
成

立
さ
せ
た
成
育
基
本
法
に

基
づ
き
、
成
育
医
療
等
基

本
方
針
が
年
度
内
に
閣
議

決
定
予
定
で
す
。
子
ど
も

達
を
真
ん
中
に
置
い
た
社

会
に
向
け
て
、
い
よ
い
よ

具
体
的
な
施
策
が
動
き
出

し
ま
す
。
行
政
の
縦
割
り

を
解
消
し
て
、
子
ど
も
の

医
療
・
保
健
・
教
育
・
療

育
・
福
祉
を
一
元
的
に
所

管
す
る
「
子
ど
も
家
庭

庁
」
創
設
に
向
け
た
国
会

議

員

の

勉

強

会

「C
h
i
l
dr
e
n
 
F
ir
s
t
 

の

子
ど
も
行
政
の
あ
り
方
勉

強
会
」
も
２
月
か
ら
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
全
力
で
頑
張
り

ま
す
。
一
層
の
ご
指
導
ご

鞭
撻
の
ほ
ど
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

「子ども家庭庁」創設に尽力 

参議院議員 自見はなこ 

 大阪府医師政治連盟は、大阪府医師会員が相互に協力し、大阪府医師会の目的および事業を達成するために必要な医政活動を行うことを

目的とした団体です。医師会が目指す医療政策の実現と医業経営の安定を目指すためには、中央と地方で医政活動を展開することが不可欠

であり、政治団体としての大阪府医師政治連盟が行う様々な政治活動が極めて重要です。 

 郡市区医師連盟と連携し、地域医療の充実を図り、国民（府民）の皆様が安心できる医療・介護提供体制の実現に向け活動しています。 


